
Meiji　Global　Village
利用規則

（ご利用案内）

株式会社　共立メンテナンス



利用時間

　（注）業務定休日

　　（食事・管理業務の定休日）・・・・・日曜日・祝日・夏季５日間・年末年始５日間・年度末７日間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各種届出・連絡等は前日の21:00迄に済ませてください。）

　　（食事のみ定休日）・・・・・・・・・・・・第５土曜日・弊社社員研修日１日

　　通信設備の利用方法 ●　インターネットはWI-FIによる接続ができます。

1　目的

　　本ご利用案内は、入寮されている学生の皆さんが勉学に励むことのできる環境を整え、互いが気持ちよく充実した生活を

送ることができ、さらに共同生活を通じて皆さんの人格形成をも成し遂げていただくために、最低限の事柄を定めたものです。

　　時間等については共同生活における皆さんの生活を規則正しく円滑にすることを、日常生活のルールについては皆さんの

安全を、禁止事項については互いの生活をより良いものにすることを、それぞれの目的としています。

　　また、近い将来、皆さんが社会人として世の中に出られたとき、学生寮での規則正しい生活や他人のことを思いやる姿勢が、

必ずや有益なものになることと思います。

　　どうか趣旨をご理解いただき、以下の項目に則った責任ある行動を通じ、充実した学生生活を送ってください。

※寮利用規則は予告なく変更する場合があります。変更時は寮内の掲示板等でお知らせいたします。

２　施設・設備等の利用について

管理室の受付 7：00～21：00 ・緊急の場合を除き各種届出や連絡等は、この時間内に済ませてください。

開門/閉門 門限無し ICキーをICリーダー（受信機）にかざしてください。

食　事

朝食 6：30～8：30
（土曜日のみ6：30～10：30）

・提供される食事は必ずレストラン（食堂）で摂ってください。
・最終受付時間は朝食が15分前、夕食が30分前となります。
・食事別契約の方の申込締切は3日前迄、キャンセルは2日前迄となりま
す。
※業務定休日には食事提供はありません。（注）

夕食 18：30～23：30
（土曜日のみ18：30～22：00）

浴場・リラクゼーションルーム 17:00～24：00 ・清掃時間帯は利用できません。
・シャワーブースは24時間利用可能です。

プレイルーム 9：00～21：00
・利用される際は管理室に申し出ください。
・楽器使用不可。　・土足禁止

共用学習室（1Ｆ） 7:00～24：00

共用学習室（2Ｆ～3Ｆ） 24時間利用可

マルチユースラウンジ（2Ｆ～3Ｆ） 24時間利用可 キッチン使用後は各自マルチユースラウンジ内のゴミ箱に処分ください

共用リビング（1F） 6：30～24：00

共用キッチン（1F） 6：30～24：00 キッチン使用後は各自共用キッチン内のゴミ箱に処分ください

共通防音室・音楽室（1F） 7：00～24：00
利用される際は管理室に申し出ください。
21：00以降は楽器の利用ができません。

スポーツ広場 7：00～18：00 球技利用不可

交流広場 7：00～20：00 花火禁止

RA室 7：00～24：00

お祈り室 24時間利用可 土足禁止



外出・在寮 ●　外出・帰寮時にはエントランスのシステムリーダーにICキーをかざし、記録してください。

居室の施錠 ●　食事等短時間である場合を含め、居室を不在にする際は防犯上必ずカギを掛けてください。

●　現金や貴重品、カギは各自の責任で管理・保管してください。

※エントランス、居室のカギを紛失した場合は実費をいただきます。

清掃 ●　ユニット内及びマルチユースラウンジ内には、定期的に清掃が入ります。

居室への立ち入り ●　異性のフロアへの立ち入りはかたく禁止します。

●　異性の保護者、兄弟との談話は1階共用エリアをご利用ください。
●　ユニット内への外部からの立入りを禁止します。
●　寮長もしくは管理会社スタッフ立会いのもと、見学者にユニット内の共用部・空室をご案内することがあり
　　 ます。

共用部の利用 ●　共用部の備品・機材は持ち出し禁止です。
（ユニット内含む) ●　共用部の使用後は各自清掃をして、次の方が気持ちよく使用できるようにご配慮をお願いします。

　　※キッチンのシンク内への生ごみや備品の放置は禁止です。
　　※シャワーや洗面台の使用後は、排水溝の髪の毛なども捨てるようにしてください。
●　避難経路確保と館内美化のため、共用部には私物を放置しないでください。
●　衛生上の問題から、食品を共用部に放置しないでください。（炊飯器の保温なども含む)
●　私物が放置された場合は、１週間の保管の後処分いたします。
●　共用部における服装には十分注意してください。下着姿や上半身裸・バスタオル一枚などで共用部に
　　出るのはおやめください。

ゴミの処理 ●　ゴミはきちんと分別し、所定の場所に出してください。

　 ※　粗大ゴミ処分は、有料となります。

防犯・防火訓練等 ●　防犯・防火訓練等を実施する場合は積極的に参加してください。

保全・点検

　　があります。

●　故障防止のため、個室のエアコンフィルター掃除は定期的に行ってください。

●　結露やカビ防止のため、居室や水周りは定期的に換気を行い、結露が発生した場合速やかに乾いた布

　　でふき取ってください。

●　水・電気・ガスは無駄遣いのないようにしてください。

臨時の連絡 ●　臨時の連絡事項等は所定の「掲示板」にてお知らせしますので必ず確認してください。

緊急の事態 ●　万が一火災や盗難等の事故があった場合には、至急管理室に連絡してください。

●　本人又は他の入寮者が病気になった場合にも、速やかに寮長に連絡してください。

外泊 ●　外泊する場合は「外泊届」を寮長に提出してください。

●　「外泊届」の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに寮長に連絡してください。

　　緊急時の連絡に必要となるので徹底してください。

来客 ●　来客がある場合は必ず事前に寮長に連絡してください。

●　ユニット内への立入は禁止となります。

●　来客面会エリアは1階共用エリアに限ります。

　 ●　ゲストルームの利用は２日間利用を限度とし、保護者のみとします。

　　 有料・予約制・先着順です。（料金：1名1日４，０００円）

●　ゲストルーム利用ができない時期がございます。（引越の時期、応援スタッフ利用時）

アルバイト　　 ●　アルバイトをする場合は、「アルバイト届」を寮長に提出してください。

宅配便 ●　エントランスに宅配ロッカーが設置されています。荷物が届いた場合は、速やかにお受け取りください。

　　 ※業務定休日及び管理受付時間外の配達指定の受取はできません。

※衛生上の問題からクール便（ナマモノ、冷凍）、また着払い（代引き）商品の受取はできません。

　　ご自身で直接受け取りをしてください。

※宅配便がロッカーに1週間以上放置されている場合は、管理会社にて回収させていただきます。2週間

　　経過後も借主様とご連絡が取れない場合は、送り主に返却手続きを行います。

寮内ポスター掲示 ●　寮内イベントのポスターを掲示する場合は、必ず事前に寮長に申し出て許可を得てください。
　　

車輌の持込み ●　車輌の持込みはできません。

※自転車については、事前に寮長に申し出て許可を得てください。

その他 ●　ホームページの掲載用またはマスコミ等の取材がある際は、入居者様にご協力をお願いする

　　可能性があります。

３　日常生活のルール

●　防火・衛生・施設の保全又は管理上必要な場合には、予告なく寮長及び関係者が個室に立ち入る場合



●　テレビ・ラジオ・楽器等の音量や深夜早朝の移動音・話し声は決して他の入寮者の迷惑になら

　　 ないようにしてください。深夜２３:００～翌朝６:００は特に静かに生活するよう配慮してください。

●　廊下・玄関等の共用スペースに所持物を放置しないでください。

●　衛生上の問題からいかなるペットをも飼うことはできません。

●　政治・宗教・商行為を行うこと、又、入寮者に対する勧誘行為を禁止します。

●　上記の他，暴行・脅迫その他の方法により寮内の平穏を害する一切の行為を禁止します。

電熱機器等の持込み ●　防災上及び電気容量の問題から、電気（灯油・ガス）ストーブや電気毛布など熱を発するもの

　　の持込みはできません。

●　上記以外の機器については事前に相談してください。

※　冷暖房が完備されているとともに、ダイニングルームの電子レンジ・トースターが利用できます。

※　アイロン・掃除機を貸し出します。

喫煙・飲酒 ●　寮内はすべて禁煙、禁酒です。

　 ※　万が一、個室がタバコのにおいやヤニ等で汚れた場合、退寮時に修繕費をいただきます。

居室内の造作 ●　建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更したりすることはできません。

●　フックやクギを壁などに直接取り付けないでください。

※　退寮時に修繕費をいただきます。

その他の禁止事項 ●　金銭による賭事は一切禁止します。

　 ●　「３．日常生活のルール」の「来客」に記載の通り、事前連絡のある保護者の方以外

　　 の来客者の宿泊は禁止します。

●　暴力・盗難等法律によって禁止されている行為は当然の事ながら厳禁です。

※　20歳未満の喫煙･飲酒は法律で禁止されています。

●　備え付け備品や内装材へのにおいの付着防止・防災のため、許可のない敷地内でのバーベキュー

　　の実施、お香・七輪・花火などの使用は禁止です。

万が一下記のような行為が認められた場合、学校及び当社の間で協議した上で、退寮処分となります。

●　「４．禁止事項」を犯す重大かつ悪質な行為が認められた場合

●　「２．利用時間」「３．日常生活ルール」を度々逸脱した場合

●　学生寮の内外を問わず犯罪行為をした場合

●　明治大学の学則違反行為があり，それが重大かつ悪質な場合

●　契約期間中は原則として退寮は認められません。

●　やむを得ず（退学・就職などで）退寮する場合は,退寮日の2ヶ月前までに「退寮届」を管理人室に提出してください。

　　 必ず書面での申出となります。（留学生は退寮の1ヶ月前）

●　退寮する日が決まりましたら、速やかに寮長に連絡してください。

　　(退寮時点検の準備等がありますので、余裕を持ってお申し出いただきますようお願いします）

●　引越しに関する業者の手配は各自で行ってください。

●　退寮の際は「入居時の状態に戻す」ことを基本に片づけをしてください。

●　退寮時には寮長立会いのもと「退寮時点検」を実施します。

　　破損・紛失があった場合はその分の実費をいただきます。

●　退寮の際は、所定のクリーニング代を申し受けます。

●　退寮後の私物の残置物は、管理会社にて撤去いたします。撤去に伴う費用は借主様にご請求いたします。

●　退寮後の郵送物は管理会社にて回収し、２週間経過後もご連絡が取れない場合は返却手続きを行います。

４　禁止事項

他の入寮者・近隣生活
者への迷惑行為

５　退寮処分

６　退寮の申出

７　退寮時の流れ



各ユニットでは、ユニットの入居者（ユニットメンバー）全員が快適に過ごしやすく生活するためルールを設けます。

ユニット内の各居室以外はプライベート空間ではなく共用部です。

ユニットメンバーはお互いが思いやり、協力して自律的な生活を送ってください。

【自治ルール】

●　各ユニットにて、ユニットリーダー、ユニットサブリーダーを選任します。

●　各役職の任期は半年とします。

●　役職は各学期の授業開始日までにユニット内の話し合いにて決定し、寮長に報告してください。

●　ユニットリーダーの役割は以下のとおりです。

　　①ユニット内自治責任者（ユニットメンバーミーティングの実施、美化の呼びかけ、ほか）

　　②寮内決定事項の伝達（寮内会議への参加、会議での決定事項をユニットメンバーに周知、ほか）

　　③RAとの連携(寮内イベントへの参加呼びかけ、ほか)

●　ユニットサブリーダーの役割は以下のとおりです。

　　①ユニットリーダーの補佐

　　②ユニットリーダー不在の場合の代理

【利用ルール】

●　深夜に大きな音を出す、騒ぐなどの行為は禁止です。

●　ユニット内共用部に私物を放置することはおやめください。

●　ユニット内共用部は週に一度清掃スタッフによる清掃があります。その際は共用部の利用をお控えください。

●　ユニット内共用部の床上に放置された私物は、清掃スタッフにより一旦所定のケースに保管します。次週の清掃時に

　　 ケース内の残置物はすべて処分いたします。

【ユニット内共用部　利用時間】

８　　ユニットルールについて

リビング ２４時間利用可 ・ゲームの利用は深夜２４：００～翌朝６:００は禁止です。

ミニシンク ２４時間利用可
・料理はできません。料理をする場合はマルチユースラウンジをご利用くだ
さい。

シャワー ２４時間利用可

トイレ ２４時間利用可

ﾌﾘｰｺｰﾙ：０１２０-８８-１０３０

ランドリー ６:００～２３：００

<学生寮管理・運営委託先>

株式会社共立メンテナンス

〒１０１－８６２１　東京都千代田区外神田２-１８-８


